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担当課 経済環境部 農政課 農業係 

 

案の公表及び意見

募集期間 

令和６年１２月２日（月）～令和６年１２月２７日（金）  

意見提出者数 １人 

意見の件数 ４件 

提出された意見等

の概要と市の考え

方 

意見等の概要 市の考え方 

①許可権限移譲事項に記載された

対象鳥獣から計画の対象鳥獣に

絞り込んだ理由について説明が

必要と思われる。市や近隣に生

息する個体数から判断している

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

②近隣ではイノシシや千葉県など

からの外来生物が出没し、今後

市内でも出没が危惧される。こ

れらについても対象とすべきで

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①アライグマ、ハクビシン、カラ

スについては農家からの被害報

告が多い野生鳥獣であるため、

特に力を入れて捕獲する必要が

ございます。その中で、アライ

グマに関しては、繁殖力が強

く、個体数が急増していること

から特定外来生物に指定されて

おり、農作物の被害や建物への

侵入被害も急増しているため、

捕獲体制の強化をしておりま

す。 

 

②出没や被害が想定される動物等

については、常に情報を収集

し、適切に対応できるようにい

たします。特にイノシシについ

ては、隣接市町で多数出没して

おり、いつ入ってくるかわから

ない状況でもあります。そのた

め、市内農家組合に対するイノ

シシによる農作物被害調査や市

内にイノシシ用のくくりわなを

設置する県事業に協力し、３年

に１度更新される本計画に必要

に応じて調査結果を反映する予



 

 

③警察署と市役所から２か所の応

援依頼では、猟友会は困ると思

われる。連絡体制を見直す必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

④捕獲後の処理に関する事項も再

考する必要があります。 

 

 

 

 

定です。 

 

③ご意見のとおり、２か所からの

応援依頼では猟友会の混乱が生

じる恐れがございます。よっ

て、猟友会へ依頼する場合は、

市役所と警察で現場確認を行っ

たうえで、猟友会の応援が必要

かどうかを協議し、必要な場合

に猟友会へ応援要請を行うこと

といたします。これに基づき、

計画案を修正いたしました。 

 

④捕獲後の処理に関しては、市生

活環境課及び筑西市の環境セン

ターと調整のうえ対応いたしま

す。これに基づき、計画案を修

正いたしました。 
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問合せ先  結城市役所 経済環境部 農政課 農業係 
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